
学校における持続可能な保健管理の在り方に関する調査検討会の設置について 

 

令 和 ７ 年 ４ 月 １ ８ 日  

初 等 中 等 教 育 局 長 決 定  

令和７年５月１日一部改正 

令和７年７月１日一部改正 

令和７年１０月１日一部改正 

令和８年５月１５日一部改正 

令和８年７月３日一部改正 

 

１．趣旨 

近年、学校を取り巻く環境が変化し、児童生徒等が抱える健康課題が多様化・複雑化し

ている中、児童生徒等の心身の健康の保持増進を図りながら、学校における持続可能な保

健管理の確保が求められている。 

このため、健康診断の実施や学校医の確保等の学校における児童生徒等の保健管理に

ついて、現状を把握し、今後の学校における持続可能な保健管理の在り方等について検討

する必要があることから、専門的見地からの意見を聴取すること等を目的とし、「学校に

おける持続可能な保健管理の在り方に関する調査検討会」を設置する。 

 

２．実施事項 

保健管理に関する以下の課題について、現状把握・分析、専門的見地からの意見聴取等

を行う。 

（１）学校の健康診断の検査の項目の意義やプライバシーへの配慮等の実施方法 

（２）保健管理にかかる教職員の負担 

（３）学校医の確保 

（４）その他必要な事項 

 

３．開催方法 

（１）検討会は、別紙に掲げる者の協力を得て開催する。 

（２）検討会に座長を置く。 

（３）検討会は、別紙に掲げる者以外の関係者を参考人として協力を求めることができる。 

（４）検討会は、原則として公開とするが、座長の判断により必要に応じて非公開とするこ

とができる。 

 

４．設置期間 

令和７年４月１８日から令和１０年３月３１日までとする。 

 

５．その他 

検討会の庶務は、関係局課の協力を得て、総合教育政策局健康教育・食育課において行

う。 
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